
小・中学校の通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒は、６．５％程度の割合で
在籍しており、すべての学校・学級において、これらの児童生徒に対する支援が、喫緊の課題となっている。

発達障害のある児童生徒への支援にあたっては、教員一人一人が、発達障害に関する正しい知識を習得するとともに、児童生徒
への適切な指導や、保護者等に対して十分な説明を行い理解を得る必要がある。また、各学校において、発達障害に関する支援
の中核となる高度な専門性を有する教員の存在も重要である。

そのため、教員に発達障害に関する正しい理解を図るための理解推進拠点事業を実施するとともに、発達障害に関する専門的・
実践的知識を有する教職員を育成するためのプログラム開発を行う。

○発達障害に関する教職員の専門性向上事業 平成２５年度予算額 ７８百万円（新規）

（事業内容）

特別支援学校

◎ 発達障害理解推進拠点事業 ２２百万円

◎ 発達障害に関する教職員育成プログラム開発事業 ５５百万円

・教員一人一人が、発達障害に関する正しい知識を習得するとともに、適切な指導や学校教育活動全体を通じて児童生徒
の理解を得る。また、保護者等への十分な理解を得るための取組について、拠点校を設けて実践事業を行う。また、その成果
普及のためのセミナー等を開催する。 １８校・地域

○ 教員向け発達障害に関する校内研修等の実施
・特別支援学校退職教員、元通級学級担当教員を講師として校内研修を実施
・学校教育活動全体を通じて児童生徒への理解を図るための取組の実践

○ 教員、保護者、地域等を対象とした成果普及のためのセミナーの開催 など

（事業内容）

・学校現場において、発達障害に関する専門的・実践的な知識を有する教職員を育成するため、各大学において、教員養成
段階や、現職教員向けのプログラム開発を行う。 ４大学

○ 大学における教員養成段階において、学生に対する発達障害に関する専門的・実践的
知識を習得するためのプログラム開発

○ 大学院研究科等において、中核的な現職教員に対する発達障害に関する高度で専門的
な知識等を習得するためのプログラム開発

○ 成果普及のためのワークショップの開催 など
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